
 

 

 

 

 まちづくり整備手法や法制度などの適用がはっきりしていないまちづくりの初期

段階で、身近なまちの整備・改善及び保全等に向けてのまちづくり活動を行う団

体（まちづくり推進団体）に対して、専門家の派遣や活動費の助成を行う制度で

す。 

 

 この制度は、区役所を相談・申請の窓口として、計画調整局をはじめ関係各局

が連携して支援を行います。 

 

* まちづくり活動とは、自発的に地域の特性を十分に生かした身近な地域における

まちづくりの基本構想・事業手法等を調査研究し、住民の意見を反映し、快適性・

安全性・利便性のある住みよいまちをめざして、自らの土地、建物等の利用改善

を含むまちの整備・改善及び保全等に係るまちづくり構想の策定を目的としてい

るもの。 

 

 支援の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大阪市まちづくり活動支援制度 

 

① まちづくりアドバイザーの派遣について 

まちづくり推進団体の活動状況に応じ、ま

ちづくり制度・まちづくり手法の勉強会や活

動の進め方等について助言等を行います。 

 

② まちづくりコンサルタントの派遣について 

まちづくり推進団体が地域住民の合意をと

りつつ、まちづくり構想の作成に向けた諸活

動に対して助言を行います。3年間を限度 

 

③ まちづくり活動助成について 

まちづくり推進団体が行う勉強会、広報等

のまちづくり活動に要する経費及び「まちづ

くり構想」の印刷費等の一部を助成 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


